
伊 丹 市 上 下 水 道 局 配 水 管 受 託 工 事 取 扱 要 綱  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 開 発 事 業 者 等 申 請 者 （ 以 下 ， 「 申 請 者 」 と い

う 。）か ら の 依 頼 に 対 し て ，伊 丹 市 上 下 水 道 局 （ 以 下 ，「 局 」 と い

う 。） が 配 水 管 を 整 備 す る 受 託 工 事 の 取 扱 に つ い て 基 準 等 の 必 要

な 事 項 を 定 め る こ と に よ り ， 手 続 き の 適 正 化 に 資 す る と と も に 公

正 な 判 断 を 担 保 す る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 受 託 工 事 の 定 義 ）  

第 ２ 条  受 託 工 事 と は ， 申 請 者 か ら の 依 頼 に 対 し て ， 局 が 配 水 管 を

新 設 ， 又 は 増 径 す る 配 水 管 布 設 工 事 を い う 。  

（ 受 託 工 事 の 要 件 ）  

第 ３ 条  申 請 者 か ら の 依 頼 に 対 し て ， 局 が 行 う 受 託 工 事 の 要 件 は ，

次 の 各 号 に 掲 げ る と お り と す る 。  

 ⑴  認 定 道 路 ， 又 は 認 定 道 路 に な る こ と が 決 定 さ れ て い る 土 地 で

あ る こ と 。  

⑵  申 請 の あ っ た 年 度 の 予 算 の 範 囲 内 で あ る こ と 。  

⑶  局 が 受 託 す る 必 要 性 が あ る と 認 め た も の で あ る こ と 。  

（ 工 事 費 の 負 担 ）  

第 ４ 条  申 請 者 は ， 局 が 行 う 受 託 工 事 に 充 当 す る た め の 工 事 費 の 一

部 を 負 担 （ 以 下 ，「 工 事 負 担 金 」 と い う 。） す る も の と す る 。  

２  前 項 の 工 事 負 担 金 は ， 既 設 配 水 管 の 分 岐 か ら 給 水 装 置 ま で の 工

事 費 に 応 じ て ， 工 事 負 担 金 算 定 基 準 に 基 づ き 算 出 し た 額 の 合 計 と

す る 。  

（ 事 前 相 談 ）  

第 ５ 条  申 請 者 は ， 局 に 配 水 管 布 設 工 事 を 依 頼 す る 場 合 は ， 余 裕 期

間 を 設 定 し た 上 で ， 局 と 事 前 相 談 を 開 始 し な け れ ば な ら な い 。  

２  余 裕 期 間 と は ， 事 前 相 談 か ら 配 水 管 布 設 工 事 申 請 書 （ 様 式 第 １

号 。 以 下 ， 「 申 請 書 」 と い う 。 ） の 提 出 ま で の 期 間 と し ， ３ ０ 日

以 上 の 日 数 を 設 け る も の と す る 。  

３  申 請 者 は ， 局 に 対 し て ， 余 裕 期 間 中 に 第 ３ 条 に 規 定 す る 要 件 の



確 認 及 び 検 討 並 び に 工 事 の 施 行 体 制 の 整 備 等 に つ い て 相 談 す る

も の と す る 。  

（ 申 請 ）  

第 ６ 条  申 請 者 は ， 前 条 第 １ 項 の 事 前 相 談 に よ り 決 定 し た 内 容 に 従

い 局 に 配 水 管 布 設 工 事 を 依 頼 す る 場 合 は ， 事 前 相 談 後 ， 速 や か に

当 該 工 事 に 係 る 申 請 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 申 請 は ， 申 請 書 に よ る も の と し ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類

を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

⑴  開 発 行 為 許 可 通 知 書 （ 写 ） （ た だ し ， 伊 丹 市 宅 地 開 発 等 指 導

要 綱 第 ３ 条 第 ３ 項 に 基 づ く も の を 除 く 。 ）  

⑵  位 置 図  

⑶  土 地 利 用 計 画 図  

⑷  工 程 表  

⑸  そ の 他 局 が 必 要 と す る 書 類  

（ 申 請 書 の 承 認 ）  

第 ７ 条  局 は ， 前 条 第 ２ 項 の 申 請 書 を 審 査 し ， そ の 内 容 が 第 ３ 条 に

規 定 す る 要 件 を 満 た す と 判 断 し た 場 合 は ， 申 請 書 の 提 出 日 か ら １

４ 日 以 内 に 条 件 を 付 し た 配 水 管 布 設 工 事 の 申 請 に 関 す る 承 認 書

（ 様 式 第 ２ 号 。 以 下 ， 「 承 認 書 」 と い う 。 ） を 交 付 す る も の と す

る 。  

２  局 は ， 前 項 に 基 づ く 審 査 に よ り ， そ の 内 容 が 第 ３ 条 に 規 定 す る

要 件 を 満 た さ な い と 判 断 し た 場 合 は ， 申 請 書 を 返 戻 す る も の と す

る 。  

（ 通 知 書 の 発 行 ）  

第 ８ 条  局 は ， 申 請 者 に 前 条 第 １ 項 の 承 認 書 を 提 出 し た 場 合 は ， 承

認 書 の 提 出 日 か ら １ ４ 日 以 内 に 工 事 負 担 金 に 関 す る 納 入 通 知 書

（ 以 下 ， 「 納 入 通 知 書 」 と い う 。 ） を 発 行 す る も の と す る 。  

（ 工 事 負 担 金 の 納 付 ）  

第 ９ 条  申 請 者 は ， 工 事 負 担 金 を 納 入 通 知 書 に よ り 指 定 さ れ た 期 日

ま で に 納 付 し な け れ ば な ら な い 。  



２  申 請 者 は ， 工 事 負 担 金 を 指 定 さ れ た 期 日 ま で に 納 付 し な い 場 合

は ， 第 ６ 条 の 申 請 を 取 り 消 し た も の と す る 。  

３  申 請 者 は ， 工 事 負 担 金 を 納 付 し た 場 合 は ， 速 や か に 局 に そ の 旨

を 口 頭 に よ り 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 工 事 の 施 行 ）  

第 １ ０ 条  局 は ， 工 事 負 担 金 の 納 付 を 確 認 後 ， 速 や か に 第 ６ 条 の 申

請 に 関 す る 受 託 工 事 の 設 計 に 着 手 す る も の と す る 。  

２  局 は ， 前 項 の 設 計 完 了 後 ， 工 事 を 発 注 し ， 伊 丹 市 上 下 水 道 局 土

木 工 事 共 通 仕 様 書 に 基 づ き 工 事 の 施 行 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 

３  局 は ， 納 付 確 認 か ら １ ５ ０ 日 以 内 に 同 条 第 ２ 項 の 工 事 を 竣 工 し ，

申 請 者 に そ の 旨 を 配 水 管 布 設 工 事 完 了 通 知 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） に よ

り 通 知 す る も の と す る 。  

（ 工 事 負 担 金 の 清 算 ）  

第 １ １ 条  工 事 負 担 金 は ， 原 則 ， 清 算 し な い 。 た だ し ， 局 が 特 に 必

要 と 認 め た 場 合 は ， こ の 限 り で な い 。  

（ そ の 他 ）  

第 １ ２ 条  こ の 要 綱 の 実 施 に 関 し て ， 要 綱 に 定 め の な い も の ， 又 は

新 た に 疑 義 が 生 じ た 場 合 は ， そ の 都 度 局 が 定 め る 。  

 

 

付  則  

こ の 要 綱 は ， 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


